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習志野市地域防災計画（総則編） 新旧対照表 
該当 

ページ 
現行 修正後（案） 修正理由 

総-2 ５ 防災計画の修正 

地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき毎年検討を加

え、必要があると認める時は、速やかに修正しなければならないとされてお

り、市及び防災関係機関は、自己の所掌する事項について検討し、速やか

に計画修正案を防災会議に提出することとされている。  

以上を踏まえ、今回の修正は、東日本大震災における教訓とともに、令

和4年度に実施した習志野市防災アセスメント調査の結果を基に、より具体

的かつ実効性のある計画へと修正を行った。 

５ 防災計画の修正 

地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき毎年検討を加

え、必要があると認める時は、速やかに修正しなければならないとされてお

り、市及び防災関係機関は、自己の所掌する事項について検討し、速やか

に計画修正案を防災会議に提出することとされている。  

以上を踏まえ、今回の修正は、東日本大震災や令和6年1月の能登半島

地震における教訓とともに、令和4年度に実施した習志野市防災アセスメン

ト調査の結果を基に、より具体的かつ実効性のある計画へと修正を行った。 

能登半島地震の

対応を踏まえて修

正 

総-15 ８ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

 

（１）～（１２）略 

 

（１３）習志野市資源回収協同組合 

１）市内廃棄物収集・運搬事業者との連絡調整に関すること 

２）災害時における廃棄物の収集・運搬に関すること 

３）その他必要とする衛生管理対策に対する協力に関すること 

 

（１４）～（２２）略 

８ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

 

（１）～（１２）略 

 

（１３）一般社団法人習志野市環境公社 

１）市内廃棄物収集・運搬事業者との連絡調整に関すること 

２）災害時における廃棄物の収集・運搬に関すること 

３）その他必要とする衛生管理対策に対する協力に関すること 

 

（１４）～（２２）略 
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